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平成 19 年 2 月 26 日 

各 位 

会 社 名  株式会社マルハグループ本社 

代 表 者 名  代表取締役社長 五十嵐 勇二 

(コード番号 １３３４ 東証第一部） 

問 合 せ 先   

経営企画本部広報･ＩＲグループ長 川  文 人 

(ＴＥＬ ０３－３２１６－０８２１） 

 

子会社の解散に関するお知らせ 

 

当社ならびに当社の子会社であるマルハ株式会社は、平成 19 年 2 月 26 日開催の取締役

会において、当社の連結子会社である泰東製綱株式会社の解散を決定いたしましたので、

お知らせいたします。 

 

記 

１．当該子会社の名称等 

（１）商号      泰東製綱株式会社 

（２）所在地     東京都港区東新橋一丁目 1番 21 号 

（３）代表者     東郷 隆司 

 

２．解散に至った経緯 

泰東製綱株式会社は平成 17 年 3 月 31 日に漁網綱事業を譲渡いたしました（平成 17 年

1 月 11 日開示文書参照）。その後不動産賃貸事業を継続しながら債権管理・回収業務を

行ってまいりましたが、債権回収に一定の目処をつけることが出来ましたので、同社

を解散することといたしました。 
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３．当該子会社の概要 (平成 18 年 12 月末現在) 

（１）事業内容    不動産賃貸 

（２）設立年月日   昭和 22 年 11 月 3 日 

（３）資本金       266 百万円 

（４）総資産      2,662 百万円 

（５）決算期     3 月 31 日 

（６）従業員数    4 名 

（７）大株主及び持ち株比率   マルハ株式会社 （51.66％） 

（８）最近３年間の業績 

                            (単位：百万円) 

 平成 16 年 3 月期 平成 17 年 3 月期 平成18年 3月期

売上高 8,406 7,590 528

経常利益 156  67 9

当期純利益 △ 357 △ 5,011 △128

 

４．解散の時期 

平成 19 年 3 月 31 日(予定) 

 

５．当社業績への影響 

本件による当社の連結業績への影響は織込み済みであり、平成 19 年 2 月 13 日発表の

業績見通しに変更はありません。 

 

以上 

 

 


